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私立高等学校高校生等臨時支援金に係る「令和７年度臨時支援金支給一覧」 

の提出について（依頼） 

このことについて、今年度最後の変更交付申請に向けた高校生等臨時支援金の授業料に相当する額の

支給額の確定のため、下記事項に留意の上、「令和７年度臨時支援金支給一覧」を、令和８年２月20日（金）

まで【必着】に担当宛て提出してください。なお、提出に当たっては、令和８年２月３日付学第984号で

通知した「高等学校等就学支援金受給額及び高校生等臨時支援金受給額の確認の徹底について」を必ず確

認の上、過誤支給が生じないよう十分御留意願います。 

 

記 

 

１ 提出書類 

令和７年度臨時支援金支給一覧（直近の受給資格認定等の際に送付したもの） 

 

２ 提出方法 

  下記アドレス宛てにメールで提出 

  提出先アドレス：AH0007@pref.iwate.jp 

 

３ 提出期限 

  令和８年２月20日（金）【必着】 

 

４ 留意事項 

 (１) 提出する「令和７年度臨時支援金支給一覧」は、直近の受給資格認定等の際に送付したもの（フ

ァイル名及び右上に認定年月日が記載されたもの）を提出してください。新たに作成する必要はあ

りません。 

（２） 今年度最後の変更交付申請においては、今回提出いただく「令和７年度臨時支援金支給一覧」の

（臨時支援金の）合計金額と臨時支援金事務費の合算額が変更交付申請額となります。事務費につ

いては、今後内示する予定であり、事務費の算定にあたり授業料に相当する額の支給額を確定させ

る必要があります。なお、変更交付申請書の提出依頼は、別途お知らせいたします。 

（３） 今回提出する「令和７年度臨時支援金支給一覧」には、３月末までの生徒情報を反映する必要が

あります。このため、生徒情報に変更（転退学・転入・休学・復学、保護者の再婚・離婚・死亡等）

がある場合は、令和８年２月17日（火）までに処理（県へ届出等）を完了させてください。 

（４） 必要書類の不足等により、受給資格認定が未完了の生徒がいる場合には、速やかに必要書類を提

出いただくようお願いします。 

担当：私学振興担当 須藤・藤原 

TEL：019-629-5041 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


